
 

12  

昭

和

五

十

八

年

三

月

十

提

出 

質

問

第

一

二

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

中
小
業
者
へ
の
強
権
的
税
務
行
政
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

昭
和
五
十
八
年
三
月
十
日 

衆 

議 

院 

議 

長 

福 
 

田 
 
 

一 

殿 

 

提 

出 

者 
 

林 
 
 

百 
 

郎 

 

一 

 



 

い
う
ま
で
も
な
く
申
告
納
税
制
度
の
下
に
お
け
る
税
務
行
政
、
と
り
わ
け
税
務
調
査
に
お
い
て
は
、
国
税
当
局

が
「
税
務
運
営
方
針
」
（
昭
和
五
十
一
年
四
月
一
日
）
で
自
ら
戒
め
て
い
る
よ
う
に
、
「
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら

れ
る
範
囲
内
で
納
税
者
の
理
解
と
協
力
を
得
て
お
こ
な
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
し
、
一
般
調
査
に
お
い
て
は

事
前
通
知
の
励
行
に
努
め
、
ま
た
現
況
調
査
も
最
小
限
に
と
ど
め
る
」
こ
と
、
「
納
税
者
と
の
接
触
に
当
つ
て
は
、

納
税
者
に
当
局
の
考
え
方
を
的
確
に
伝
達
し
、
無
用
の
心
理
的
負
担
を
か
け
な
い
よ
う
に
す
る
」
こ
と
な
ど
が
当

然
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
中
曽
根
総
理
も
本
年
二
月
十
八
日
の
本
会
議
で
小
沢
和
秋
議
員
の
質

疑
に
対
し
、
「
税
務
行
政
に
つ
き
ま
し
て
は
…
…
納
税
者
の
理
解
と
協
力
を
得
な
が
ら
、
適
正
な
執
行
に
努
め
」
、

「
懇
切
丁
寧
に
御
指
導
申
し
上
げ
る
」
と
同
趣
旨
の
答
弁
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 
ま
た
第
七
十
二
回
国
会
の
衆
議
院
大
蔵
委
員
会
で
は
、
「
税
務
調
査
に
あ
た
り
、
事
前
に
納
税
者
に
通
知
す
る 

中
小
業
者
へ
の
強
権
的
税
務
行
政
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

と
と
も
に
調
査
の
理
由
を
開
示
す
る
こ
と
」
と
い
う
内
容
の
請
願
も
議
決
（
昭
和
四
十
九
年
六
月
三
日
）
さ
れ
て
き

て
い
る
。 

仙
台
国
税
局
（
大
城
修
、
秋
場
耕
明
両
調
査
官
）
も
、
昨
年
十
月
十
九
日
に
、
塩
釜
市
新
富
町
の
鮮
魚
仲
卸
業
者

の
高
橋
三
男
氏
が
入
院
中
で
留
守
の
間
に
訪
問
し
、
看
病
の
た
め
病
院
に
行
こ
う
と
す
る
妻
ひ
さ
子
さ
ん
に
対
し

て
、
「
三
十
分
ぐ
ら
い
で
終
る
」
と
い
つ
て
上
が
り
こ
み
、
「
現
在
、
一
万
円
札
が
何
枚
あ
る
か
、
千
円
札
が
何
枚 

一
、
二
の
例
を
挙
げ
る
と
、
京
都
市
の
中
京
税
務
署
（
浜
部
節
雄
、
谷
内
栄
一
両
署
員
）
は
、
昨
年
四
月
二
十
四

日
、
同
市
中
京
区
聚
楽
廻
西
町
一
八
四
の
オ
バ
タ
ケ
工
房
店
舗
兼
作
業
所
を
事
前
通
知
も
な
い
ま
ま
訪
問
し
、
経

営
主
で
あ
る
小
畠
信
吉
氏
や
従
業
員
二
人
が
留
守
し
て
い
る
間
に
、
鍵
を
外
し
て
玄
関
か
ら
作
業
場
ま
で
上
が
り

こ
ん
だ
と
い
う
も
の
。 

し
か
る
に
最
近
、
右
の
趣
旨
に
著
し
く
反
す
る
と
思
わ
れ
る
国
税
当
局
の
中
小
業
者
へ
の
不
当
な
税
務
行
政
が

全
国
的
に
多
発
し
て
い
る
。 

四 

 



 

(二 ) 

次
に
両
調
査
員
は
、「
他
の
金
庫
を
み
せ
ろ
」
と
強
要
し
、
武
田
氏
が
店
の
奥
へ
金
庫
を
取
り
に
入
つ
て
行
く 

(一 ) 

両
調
査
員
は
、
経
営
者
で
あ
る
武
田
長
一
郎
氏
に
税
務
署
員
で
あ
る
身
分
証
明
書
を
チ
ラ
リ
と
見
せ
た
う
え

で
、「
営
業
形
態
を
み
た
い
」
と
い
つ
て
「
店
の
レ
ジ
を
あ
け
ろ
」
、「
金
庫
の
中
の
金
を
数
え
ろ
」
と
命
令
し
た
。

驚
い
た
武
田
氏
は
、
い
う
が
ま
ま
に
金
を
勘
定
し
た
。 

右
の
よ
う
な
強
権
的
な
税
務
調
査
が
横
行
す
る
中
で
、
今
年
の
一
月
、
長
野
県
伊
那
市
で
左
記
の
よ
う
な
不
当

な
税
務
調
査
が
行
わ
れ
、
当
該
納
税
者
は
じ
め
近
隣
納
税
者
の
怒
り
を
買
つ
て
い
る
。 

あ
る
か
」
と
い
つ
て
、
机
の
引
出
し
か
ら
書
類
を
取
り
出
す
な
ど
約
二
時
間
に
わ
た
り
、
ひ
さ
子
さ
ん
を
不
当
に

引
き
止
め
た
。
翌
日
に
は
、
「
嫁
に
き
た
と
き
は
、
い
く
ら
金
を
も
つ
て
き
た
。
ど
こ
の
郵
便
局
か
ら
お
ろ
し
た 

 

か
」
な
ど
二
人
が
か
り
で
犯
罪
者
扱
い
を
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

同
事
件
の
経
過
は
、
今
年
の
一
月
二
十
四
日
午
前
十
時
ご
ろ
、
伊
那
税
務
署
（
新
井
、
橋
場
両
調
査
員
）
は
、
上

伊
那
郡
大
字
伊
那
一
九
三
四
の
吉
野
屋
（
精
肉
店
、
食
堂
）
を
突
然
訪
ね
た
。 

五 

 



 

(三 ) 

次
に
両
調
査
員
は
「
貯
金
通
帳
を
み
せ
ろ
」
と
い
い
、
武
田
氏
が
食
堂
の
調
理
室
の
奥
に
あ
る
事
務
所
兼
仮
眠

用
の
寝
室
へ
通
帳
を
取
り
に
行
つ
た
と
こ
ろ
、
調
査
員
が
無
断
で
後
か
ら
つ
い
て
き
て
同
事
務
所
兼
仮
眠
用
寝

室
に
上
が
り
こ
み
、
勝
手
に
書
類
ケ
ー
ス
の
引
出
し
を
開
け
は
じ
め
た
。
驚
い
た
武
田
氏
は
「
止
め
て
く
れ
」
と

い
う
抗
議
を
し
た
が
、
ま
つ
た
く
こ
れ
を
無
視
し
て
、
こ
の
書
類
ケ
ー
ス
の
す
べ
て
の
引
出
し
を
開
け
、
印
鑑

を
は
じ
め
中
に
入
つ
て
い
る
も
の
を
引
つ
張
り
出
し
た
。 

と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

一 

令
状
等
に
基
づ
く
強
制
調
査
と
所
得
税
法
第
二
百
三
十
四
条
の
質
問
検
査
権
に
よ
る
任
意
調
査
と
は
性
質
、

対
応
が
異
な
る
と
思
う
が
、
政
府
は
ど
う
考
え
る
か
。 

こ
の
よ
う
な
高
圧
的
か
つ
行
き
過
ぎ
た
税
務
行
政
は
余
り
に
も
看
過
で
き
な
い
重
大
問
題
な
の
で
、
例
示
三
事

件
に
関
連
し
次
の
と
お
り
質
問
す
る
。 

と
、
「
ど
こ
へ
行
つ
た
」
と
大
声
で
騒
ぎ
出
し
、
店
内
を
ウ
ロ
ウ
ロ
歩
き
ま
わ
つ
た
。 

六 

 



 

 

七 

二 
右
の
三
事
件
は
い
ず
れ
も
任
意
調
査
の
際
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
行
き
過
ぎ
た
こ
と
が
許
さ

れ
る
の
か
ど
う
か
。
任
意
調
査
の
限
界
如
何
。 

三

1 

先
に
述
べ
た
国
税
当
局
の
「
税
務
運
営
方
針
」
、
総
理
の
答
弁
及
び
第
七
十
二
国
会
で
の
請
願
議
決
の
趣
旨

は
、
行
政
に
十
分
反
映
さ
せ
る
の
か
ど
う
か
。 

2 

そ
う
だ
と
す
れ
ば
右
三
事
件
に
つ
い
て
直
ち
に
厳
重
に
調
査
し
た
う
え
、
納
税
者
に
対
し
て
謝
罪
さ
せ
る

か
ど
う
か
。 

3 

従
来
の
税
務
大
学
校
及
び
税
務
署
に
お
け
る
質
問
検
査
権
の
行
使
に
つ
い
て
の
教
材
及
び
教
育
内
容
を
報

告
さ
れ
た
い
。 

4 

今
後
か
か
る
事
件
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
、
税
務
職
員
に
ど
の
よ
う
な
教
育
、
指
導
を
行
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


